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Ⅵ．福山市の中小企業を対象とした知財活用状況等調査（ヒアリング調査） 

 １．調査概要 

  （１）調査目的 

福山市の中小企業（製造業）を対象とする知財活用状況などに関するアンケート調査の

結果をもとに選定した、知的財産の活用に取り組むとともに地域ブランドに興味を持つ企

業 10 社を対象にヒアリング調査を実施し、知的財産に関する意識、取組みの実態、支援

施策に対する要望、地域ブランドに係る意見など生の声を収集し、今後取り組むべき知的

財産戦略推進の基本的方向性と具体的な方策を検討するための基礎資料を作成する。 

 

（２）調査内容 

①訪問先 

アンケート調査結果をもとに選定した、福山市の中小企業（製造業）１０社。 

【調査先・調査スケジュール】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ヒアリング項目 

○知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

○知的財産を経営に活かすための取組について 

○知的財産に係る社内組織や人材について 

○知的財産の係る課題や問題点について 

○知的財産を経営に活かすための公的支援について 

○福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

月日 曜日 時間 企業名 面談者

10:00 ㈱栄工社 代表取締役　唐川正明 様

13:10 ㈱明和工作所 代表取締役　菊田晴中 様

15:00 こだま食品㈱ 総務部　課長　向井雄治 様

10:00 ㈲桒原ニット 代表取締役社長　桒原浩孝 様

12:30 マチモト㈱ 代表取締役　町本義孝 様

14:30 五敬工業㈱ 代表取締役　甲斐敬文 様

10:00 三幸鉄工㈲ 専務取締役　津田吏 様

13:10 ㈱シギヤ精機
品質保証部 品質保証課 主務　小野昭人 様
管理部 総務課 上級主任　丹下浩伸 様

15:00 アパレルアイ㈱ 代表取締役　福永一夫 様

10.13 水 15:00 株式会社タガシラ
代表取締役　田頭武夫 様
取締役 総務・経理部長　田頭益美 様

10.5 火

10.4 月

9.28 火
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２．調査結果 

（１）株式会社栄工社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

昭和 40 年代の初めに、社内公募したデザインをもとに地元のデザイナーに依頼して、会社のロ

ゴや社章を制定した。それからしばらくして、会社名、ロゴマーク、社章が使えなくなっては困る

ということで、商標登録出願したが、社章については、横浜の金属関連企業が登録している商標に

類似しているという理由で拒絶となり、意見書も出したが、登録にはいたらなかった。 

もう少しやり方を研究して取り組めば何とかなったかも知れないが、当時、福山市には弁理士が

２人しかおらず、そのうちの１人に依頼したところ、ご高齢であまり動いていただけなかったこと

もあって、残念な結果に終わってしまった。 

当時は会社の名前にしても、１行政区につき１つとなっていたので、商標登録していなかったか

らといって、問題が発生するようなことはなかった。今後はどうなるかはわからないが、社章につ

いては長期に渡って使用しているものなので、使用できなくなるといったことはないと思う。 

社章は登録できなかったが、会社名とロゴマークについては商標登録している。ずっと更新を続

けてきたつもりだったが、近年になって商標権が切れていることが明らかになり、平成 10 年に再

度出願し登録した。特許権については、これまでにいくつか出願しているが、登録には至っていな

いものある。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

㈱栄工社は昭和 23 年に商社としてスタートしており、昭和 20 年代から 30 年代にかけては農家

などの農業機械の電設資材、誘蛾灯、家庭電化製品などを、高度経済成長期に入ってからは工場の

自動化・省力化に係る制御機器などを扱ってきた。幅広い製品を扱っている㈱栄工社にとって、商

標権（㈱栄工社の商標権は会社名と会社のロゴマーク）は企業のアイデンティティであり、極めて

重要なものである。 

特許権については、積極的に特許を出願・登録すれば、取引先との関係を悪化させることも考え

られ、あまり重視していない。取引先との中で、特許権に該当する発明もいくつか生まれており、

出願したものもあるにはあるが、特許が１つあったところで、大きな利益につながるとも思えない

＜企業概要＞ 

◇事業所名 株式会社栄工社 

◇電話番号 084-921-3322 

◇所在地 広島県福山市南町７－２７ 

◇代表者 唐川 正明 

◇事業内容 ・ＦＡ関連商品の代理特約販売 

 ・制御システムの設計製作 

 ・空調管工事・電気工事・プラント設計及び機械器具設置 

◇従業者数 ２８１名 

◇知的財産権の出願・保有 特許権１件、実用新案権１件 商標権２件 

◇調査協力 代表取締役 唐川 正明 様 
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ので、現段階においては、それらを権利化して独占し、ロイヤリティで稼ぐよりも、取引先との結

びつきを優先したい。 

これまでは備後地域だけで充分な仕事が確保できたが、状況はどんどん変わっており、将来的に

は、海外の企業と色々やっていくことになるかも知れない。その時は、特許権をはじめとする知的

財産権が企業の強みになると思う。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

知的財産に係る社内組織は特にない。過去に出願した特許権などについては、技術開発に携わっ

たスタッフが、知的財産に係る業務も担当した。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○知的財産権を管理する体制が社内に確立しているわけではないので、知的財産権の更新期限など

のチェックが徹底されていない。 

○他からの防衛のためには、基本的なものだけでなく、その基本的なものをうまく活用するために、

周辺の知的財産権も取得していく必要があるが、中小企業の場合は、資金にもノウハウにも限り

があり、効果的な知的財産戦略を展開することは困難である。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○中堅以上の社員を対象とした研修を地元で開催するなど、知的財産に限らず、広い意味での人材

育成を支援して欲しい。 

○人と人、企業と企業をつなぐ、触媒のような役割を行政に果たしていただきたい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

福山市の強みはサポーティングインダストリー（ものづくり基盤技術）である。 

日本化薬、三菱電機、ＪＦＥスチール、シャープといった大手企業の製造プロセスの中で、多種

多様なものづくり企業が集積してきた。特定分野でのナンバーワン、オンリーワン企業がたくさん

地元に存在している点を行政にもっと認識していただきたい。 

福山ブランドとして認定してもらうことは、地元企業にとってもメリットがある。しかしながら、

ホームページによるＰＲは、ないよりは良いというレベルだろう。ホームページに掲載して探して

もらうといった悠長なやり方より、例えば世界規模の見本市に行政がコマを出し、福山ブランドの

企業や製品をＰＲするといったやり方が望ましい。ホームページに掲載しているような情報を、ポ

スター、チラシ、パンフレットなどにして、見本市の会場に設置するなどすれば、かなりのＰＲ効

果が期待できる。静岡県などで昔からやっている手法であり、福山市にも是非取り組んでいただき

たい。 
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（２）株式会社明和工作所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

商標権の取得は、自社製品開発の取り組みと密接に結びついている。 

大手・中堅企業から仕事を受注し、図面通りに加工し納品する下請けは、ビジネスとしては手堅

いが、ものづくり企業の経営者の多くが、自社ブランド製品を持ちたいという夢を持っているが、

㈱明和機工の場合は、15～20年ぐらい前から、環境関連の自社製品開発に取り組んできた。 

人員不足、資金不足といった中小企業ならではの制約がある中、下請けの仕事で会社を維持しつ

つ、時には産学官連携なども利用しながら、研究開発費を捻出し、コツコツと研究開発に取り組ん

で、ペットボトル減容機やプラスチックバンド細断機などの開発を実現してきた。 

これらの製品には、「エコ将軍」（ペットボトル減容機）、「PiPi 太郎」（プラスチックバンド細断

機）といったユニークな名称を付け、それを自社固有のものとするために商標権を登録している。 

自社製品部門については、まだまだこれからという状況だが、目標は自社製品の売上構成比を売

上全体の50％とすることで、将来的にはロボット開発にも取り組んでいきたいと考えている。 

特許権については、これまでにいくつか出願したが、審査請求は行なっていない。 

特許出願したが審査請求しなかった事例の一つである「光触媒反応装置」の開発は、近畿大学工

学部との産学連携で行った。きっかけは、広島の異業種交流会で可視光による光触媒反応装置の話

が出たことで、本業とは無関係な分野ではあったが、数年に渡り研究開発に取り組んだ。完成した

試作品を教授に見ていただいたりもしたが、結局事業化には至らなかった。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

模倣を防止するために、知的財産権の出願は積極的に行なっているが、特許権については費用負

担が大きいので、会社の収益につながることが明らかにならなければ、審査請求は行わない。 

特許権の件数だけ多くても意味がないので、その特許に係る製品が売れなければ、出願した特許

は流すことにしている。開発した製品が利益を生めば、それに係る特許権について審査請求するつ

もりだが、なかなかそこまでいっていない。 

将来的には、年間売上を見こみ、経費を差し引いた残りから、一定の開発費用を予算化し、その

予算の範囲内なら使った費用は捨てても良いというぐらいの企業にしたい。そうすれば、予算の範

＜企業概要＞ 

◇事業所名 株式会社明和工作所 

◇電話番号 084-955-2122 

◇所在地 広島県福山市千田町４-１４-１２ 

◇代表者 菊田 晴中 

◇事業内容 ・一般産業機械加工組立 

 ・精密歯車、歯車減速機 

 ・環境機器製造 

◇従業者数 ３５名 

◇知的財産権の出願・保有 特許権５件 商標権３件 

◇調査協力 代表取締役 菊田 晴中 様 



 

 123

囲内で知的財産権に係る費用なども出せるのだが、それができないのが、頭の痛いところである。 

製品開発に長年取り組んできたために、最近は色々なアイデアが外部から寄せられるようになっ

てきた。そういう意味では、知的財産を経営に活かすためのビジネスチャンスが広がっている。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

○弁理士には極力依頼せず、商工会議所の相談窓口で専門家に相談しながら、社長自身が請求項を

書き、自社で手続きを行なっている。 

○研究開発部門が特にあるわけではないので、社長自身が情報やアイデアを提供し、それをもとに

設計担当者などが他の業務とかけ持ちしながら製品開発に取り組んでいる。専門の部署を持ちた

いとは思うが、現段階では難しい。 

○製品名のアイデアは、社長が出すこともあれば、社員から出てくることもある。それらをもとに

幹部社員で検討し、おもしろいものがあれば商標を出願するようにしている。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

知的財産権の出願は、弁理士に頼むと、ちょっとしたものでも50万円、60万円と、大変な費用

がかかってしまう。費用をかけない場合は自分でやらなければならないが、公的機関の相談窓口を

利用した場合でも、請求項を書き上げるまでには相当なエネルギーが必要である。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○市場に関する情報（大手が参入しないニッチ市場や商品寿命が長い商品分野に係る情報など）や、

中小企業、零細企業の成功事例などに係る情報を提供して欲しい。 

○公的な補助金を申請しようと思うと、申請時にある程度メドがついている案件でなくては申請で

きないが、本来は研究開発のアイデアがあって、そのアイデアに対して補助金が出るというスタ

イルが望ましい。その場合、単年度では成果が出せないので、アイデアレベルで申請でき、最短

でも二年度にわたって継続できる補助金があると良いと思う。 

○開発中の製品の市場性を把握するためのマーケティングリサーチに係る支援が欲しい。 

○日本のものづくりの将来のために、ものづくり企業の実態を若い人に見てもらう産業観光ツアー

を実施して欲しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

○福山市のブランド認定制度が自社製品拡販の一助になればありがたい。 

○折り薔薇を地域ブランドとしてＰＲすると良いと思う。折り紙で薔薇を折ることは非常に難しい

らしいので、折り紙の用紙を福山市が提供し、独自に考案した折り薔薇のコンテスト（全国大会

など）を開催すれば、イベントと合わせて「福山薔薇」をアピールすることができる。 

○福山市の都市としての魅力が高まるような、まちづくりの取り組みが必要である。福山市の場合

はお城が駅の至近距離にあり、駅から望めるお城は日本一美しい。福山駅前整備事業で福山城の

遺構の石垣が発見されたが、そうしたものも活かしながら、駅長はじめ駅員全員が侍の格好をす

るとか、新幹線の特急券の場合、通常は途中下車できないが、福山駅に限っては特別にお城を見

るために途中下車できるとか、もっと自由な発想で、福山市の持つ歴史的な魅力をアピールする

ような方策を打ち出して欲しい。 
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（３）こだま食品株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

野菜の乾燥加工を強みとし、主力商品である「千切り大根」の販売量は日本でもトップクラスで

ある。スーパーを中心に、北海道から沖縄まで、全国に販売チャネルを有している。 

消費者に安全で良質な農産物を提供するために、世羅町に 20 ヘクタールの自社農場を設立し、

有機ＪＡＳ認定を取得して有機栽培に取り組んでいる。 

新商品の開発にも力を入れており、他社の競合商品と差別化するために様々な戦略を展開してい

るが、知的財産権の出願登録もその１つである。例えば、粉末大根おろし「さっ速おろし」は、自

社独自の「ＥＰ製法」を用いた商品で、「農商工連携８８選」（農林水産省・経済産業省）、「新連携

（事業化・市場化支援事業）」（経済産業省）、「第１３回安藤百福賞 発明発見奨励賞」、「第２１回

中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞」に選定されているが、さらに付加価値を高めるために、

ＥＰ製法の特許権を出願し、パッケージにも特許権出願済であることを明示している。 

ＥＰ製法は、素材が持つ酵素を生かした乾燥技術。マスコミなどにも取り上げられ、他社にない

優れた特徴を有していることから、特許権の出願が販路拡大や売上拡大につながるものと期待して

いる。 

現在はＥＰ製法を応用して、「さっ速おろし」以外の製品を作るための研究開発も進めている。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

こだま食品㈱の創業は 1960 年。青果店からスタートし、漬物製造、野菜の乾燥加工と、事業を

発展させながら、一貫して食品を扱ってきた。 

食品はイメージが大切で、「産地」、「有機ＪＡＳ認定」、「ＩＳＯ」、「トクホ（特定保険用食品）」

などと同じく、知的財産権もイメージアップにつながる差別化要因の１つである。また、開発した

技術を他社から防衛する上でも、知的財産権の出願は必要である。 

上記の理由から、新しいものに対しては、積極的に特許出願しているが、最終的に活用できなか

ったものについては、審査請求は行わない。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

商品開発担当者の中で、女性チーフを中心に、顧客ニーズに応えるべく、外部モニターも入れた

＜企業概要＞ 

◇事業所名 こだま食品株式会社 

◇電話番号 084-972-7777 

◇所在地 広島県福山市駅家町法成寺１５７５－９ 

◇代表者 児玉 昌造 

◇事業内容 ・野菜乾燥加工 

 ・野菜加工食品の開発・製造・販売 

◇従業者数 ８０名 

◇知的財産権の出願・保有 特許権９件、実用新案権１件、商標権３件 

◇調査協力 総務部 課長 向井 雄治 様 
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試食会を開催し、マーケティングリサーチを行ったりしている。 

ＪＡ尾道との農商工連携にも取り組んでおり、世羅町のアスパラを使用した「きゅっと青汁」は

その成果である。なお、「きゅっと青汁」のメインターゲットは女性であることから、パッケージ

デザインや商品コンセプトも、女性の視点を生かしたものとなっている。 

知的財産権の出願手続きについては、知的財産権、ＩＳＯ、トクホなどに係る業務を専任で行っ

ている社員が２名いて、大手企業で培ったノウハウを活かしつつ、公的機関等に相談しながら業務

を進めている。弁理士など外部の専門家に依頼した場合はかなりの経費がかかるが、社内に専任者

を設けることで、必要経費を最低レベルに抑えることができている。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

知的財産権の権利化に時間がかかる。以前と比べれば早くなってはいるが、食品にはブームがあ

り、ブームが終わった後で権利化しても、十分に活用することができない。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

社内には、知的財産権について高度な知識を持つ者がいるが、それ以外の部門（開発、営業他）

の社員についても、知的財産権に係る基本的な知識は必要である。知的財産権を活用することで、

競合他社と差別化を図りたい中小企業（製造業）を対象とする、知的財産戦略に係るセミナーや情

報提供を行って欲しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

鞆は認知されているが、福山市自体は認知度が低く、「尾道の隣」といった言われ方をしている。

食品についても、笠岡市は「笠岡ラーメン」のブランド化に取り組んでいるが、福山市の場合は、

そういった取組みが遅いというイメージがある。 

「くわい」は関東方面で食べられていないし、「薔薇」については、市を中心に力を入れてはい

るものの、薔薇園が全国にたくさんある中、薔薇公園では力不足だろう。 

地域ブランドの切り口を強いてあげれば「薔薇」と「鞆」。例えば「鞆」については、その知名

度を生かしつつ、水産物のブランド化に取り組んではどうだろう。 

「薔薇」については、児玉達朗会長が「福山物産協会」の会長を兼務していることもあり、「薔

薇」で福山市を盛り上げるために、食用薔薇の栽培と食用薔薇を使った商品開発に取り組む「福山

薔薇人」のメンバーとして、食用薔薇の栽培を行っている。また、「福山薔薇人」の関係はでない

が、「飲むばら」という名称の薔薇にちなんだドリンクを開発している。 

地域ブランド認定制度については、今の福山市の知名度を思うと、それほどメリットを感じない。 

まずは福山市の知名度を上げる取組みが必要で、福山市の名前での見本市出展や、アンテナショ

ップの出店などは有効だと思う。 

「薔薇と蝙蝠」の組み合わせについては、蝙蝠の蝠は「福」に通じるということなので、例えば、

薔薇公園に行って、みんなが「幸せ」になるというのと、蝙蝠の「福」とをつなげて、仕掛け作り

をすると良いと思う。全く新しいものを作るのではなく、「薔薇」「蝙蝠」「蝙蝠山と福山城」「鞆」

など、あるものをうまく活用しなければ、ブランド化は実現しない。 

「蝙蝠」については、「蝙蝠」が市章であることの説明を、福山市のホームページの目立つ場所

に掲載し、通り一遍なやり方ではなく、もっと積極的にアピールして欲しい。 
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（４）有限会社桒原ニット 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

㈲桒原ニットを設立したのは 32 年前。それ以前は、東洋紡の子会社である日本エクスラン工業

で、研究職に就いていた。創業当時は主としてワーキングソックスを製造していたが、平成に入っ

た頃からは、高齢化社会の到来を視野に入れ、介護関係のものづくりに注力するようになった。 

知的財産戦略に力を入れ始めたのもその頃で、現在は、日本エクスラン工業の研究室で培ったノ

ウハウと自社の知的財産（特許権及び権利化しないノウハウ）を活用し、ソックス、サポーター、

褥瘡予防用のマットなどの介護用品を、東洋紡、クラレ、オーミケンシ、東洋興業といった大手企

業とともに共同開発している。 

病院や老人保健施設などで使用されている介護用品を見てみると、介護される側の立場に立って

いないものがあまりに目立つ。そこで、自社の保有する特許を活かし、介護される側の立場に立っ

た新しいものづくりを行い、介護の現場を変えていくことを目指している。開発した商品は、大手

企業のブランド名で市場に送り出されるケースがほとんどなので、営業は一切行わず、自社ブラン

ドの商標権も取得していない。その代わり、介護用品を製造する上で必要な特許権を複数保有し、

大手メーカーが求める「使う人に信頼され売れる、本物のものづくり」に、徹底した現場発想で取

り組んでいる。 

サンプルを作った時点での商品としての完成度は二割から三割。ここから現場のニーズに即した

商品に仕上げていくためには、「市場調査」と調査結果に基づく「改善」が不可欠である。 

㈲桒原ニットの場合、同社が作ったサンプルを、共同開発のパートナーである大手企業や、取引

先である㈱ライフリングなど企画、卸売業者が、介護の現場に持ち込んで市場調査を行い、その結

果をフィードバックしてくれている。その結果を受け、㈲桒原ニットでさらに完成度の高いサンプ

ルを作る。こうしたやり取りを何度も繰り返しながら、現場のニーズに 100％即した商品を仕上げ

ていくのである。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

知的財産（知的財産権及びノウハウとして秘匿している独自の技術は経営の根幹である。 

介護用品を開発する上でポイントとなる部分については、㈲桒原ニットが特許を押さえており、

優れた知的財産を有しているからこそ、大手と対等の付き合いが可能となる。介護用品の分野の知

的財産権やノウハウは、例えば東洋紡と共同で介護ベッドのマットレス用に開発した素材が新幹線

のシートに使われたりと、他の分野にも転用が可能である。また、㈱ライフリングと共同で健康・

＜企業概要＞ 

◇事業所名 有限会社桒原ニット 

◇電話番号 084-958-3132 

◇所在地 広島県福山市芦田町福田２５５８ 

◇代表者 桒原 浩孝 

◇事業内容 ・ソックス、サポート、マットなど介護用品製造 

◇従業者数 ６名 

◇知的財産権の出願・保有 特許権１３件、意匠権４件 

◇調査協力 代表取締役 桒原 浩孝 様 
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寝装グッズ用に開発した消臭コットン繊維は、民需だけでなく、自衛隊向けのインナーキャップ、

インソールなど官需にも展開している。知的財産権の出願や維持には費用がかかるが、優れた知的

財産権を所有していれば、そこから生まれるビジネスチャンスは無限であると考えている。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

○知的財産権に係る事務手続きについては、ビジネスがすでに進行していて、絶対に登録したい特

許などもあるので、原案（骨子）は自分で作成、特許事務所にチェック・確認してもらい、出願

する体制をとっている。 

○研究開発においては、売る力のある民間企業をパートナーとしている。ビジネスに重きを置く民

間企業と、研究開発に重きを置く大学とでは、意識のギャップがあることから、産学連携による

研究開発より民間企業とのタイアップに力を入れている。 

○自社で使っている機械は、知的財産（特許権やノウハウ）に直結しているので、メーカーで作っ

てもらった基本的なものを自分で改造している。機械の改造を自分で手掛けているからこそノウ

ハウを秘匿できている。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

特許作成に不可欠な先行技術の調査について、一般の企業に勤める普通の人でも簡単に検索でき

るようなデータベースバンクシステムがあれば、特許出願件数が増え、技術立国日本のレベルアッ

プができると考える。 

 

 ⑤知的財産を経営に活かすための公的支援についての意見・要望など 

特定の企業から素材の提供を受けて商品を開発する際も、その企業の素材に、他社の素材を組み

合わせて使うことがほとんどである。その場合の費用負担（５０万円ぐらい）や機械の改造に係る

経費の補助などがあると良いと思う。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

㈲桒原ニットは、北海道、東北、関東など、全国各地に人的ネットワークを有しているが、他県

の方々と話をしていると、福山市の認知度の低さを実感させられる。坂本龍馬の関係で、鞆の浦の

知名度は上がってきているが、鞆の浦が福山市にあることは、残念ながら知られていない。福山市

をアピールするためにも、福山ブランド認定制度は是非とも推進して欲しい。具体的には、品質な

どの基準を設け、福山市発の製品の中から「さすがは福山の製品だ」と言われるような優れた製品

を、福山ブランドとして認定すると良いと思う。自社製品と自社の販売チャネルを持っている企業

なら、福山ブランド認定制度に興味を持つと思う。下駄と滑らない靴下とをセットで販売するとか、

下駄の歯の間にクッション材を付けて衝撃を和らげることで歩きやすくするとか、福山市ならでは

の新しい製品を開発するというのも、おもしろい。認定製品には福山市の認定マークを付け、福山

市が選んだ製品として販売・ＰＲすることが望ましい。例えば、認定製品を展示販売できるアンテ

ナショップ的なコーナーを本通りなど便利な場所に設置するのはどうだろう。マークのデザインに

ついては、薔薇の単体でも良いし、薔薇と蝙蝠の組み合わせでも良い。「北海道物産展」など地方

名を冠したイベントが人気を博していることから、都会の百貨店などに働きかけ、「福山ブランド

フェア」などを開催することができれば、福山市の認知度を一気高めることができるはず。 

福山市のものづくり企業をアピールする取組みについては、積極的にサポートしたい。 
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（５）マチモト株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

マチモト㈱では、食用薔薇の栽培と食用薔薇を使った新製品開発に取り組む企業グループを組織

化し、「福山薔薇人（福山バラード）」の商標権を出願登録している。 

「福山薔薇人」の「薔薇人」には「薔薇に集う人」という意味が込められている。「薔薇人」だ

けでいこうという意見もあったが、福山市の地域ブランドであることをアピールするために、敢え

て「福山」の地名を冠し「福山薔薇人」とした。シンボルマークも目下作成中であり、完成すれば

商標権を出願する予定である。 

「福山薔薇人」の商標権出願登録に係るきっかけとなったのは、「香り」の持つリラクゼーショ

ン効果を活かし、介護施設やリハビリセンターなどでの使用を視野に入れ、香り付きの衣料品開発

に取り組んだことである。 

３年間の試行錯誤の末、工業技術センターの協力を得ながら、植物から香りを抽出する方法を確

立することに成功した。「香り付き衣料」はビジネス的にはそれほどうまくいかなかったが、同じ

ノウハウを使った植物性化粧品の開発については事業化が実現している。 

こうした経緯を経て、現在、マチモト㈱では、福山が「ばらのまち」に力を入れていることに着

目し、食用薔薇として多方面に活用することができる無農薬による薔薇の栽培に取り組んでいる。

日本で流通している薔薇は美しくて長持ちするが、農薬を使用しているために香りがしない。そこ

で、香りの良い食用薔薇を福山市の地域資源とし、地元企業が「福山薔薇人」の商標を活かしたも

のづくりを進めることで、福山が「ばらのまち」であることを広くアピールするとともに、地場産

業を活性化させることを目指している。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

ブランド作りにおいて商標権は重要だが、特許権については重視していない（技術的なことはノ

ウハウとして秘匿する方が望ましい）。 

食用薔薇については、福山物産協会のホームページを見て、神戸や横浜の菓子店から、薔薇を分

けて欲しいという話がきたが、応じなかった。 

商売をしたいという思いはあるが、同じことをすれば、横浜のケーキ屋に負けてしまうので、「福

山薔薇人」のブランドを育てるため、メンバー以外には食用薔薇を提供しないと決めている。 

＜企業概要＞ 

◇事業所名 マチモト株式会社 

◇電話番号 084-958-5511 

◇所在地 広島県福山市芦田町下有地３０７ 

◇代表者 町本 義孝 

◇事業内容 ・化粧品の製造・販売 

 ・食用薔薇の栽培・商品開発 

◇従業者数 １５名 

◇知的財産権の出願・保有 特許権４件、商標権５件 

◇調査協力 代表取締役 町本 義孝 様 
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食用薔薇を使ったものづくりについては、ジャムやアイスクリームなどの開発を進めている。 

薔薇の花びらと砂糖だけで作ったジャムは、香りが良く上品な口当たりだが、現段階では非常に

コスト高で、市場に受け入れられるまでには相当な努力が必要と思われる。アイスクリームについ

ても、品質が良いがコスト高なので、80ｇぐらいの小さなパッケージで、ふるさと産品として、「ゆ

うパック」やインターネットを使って販売するやり方が適していると思われる。いずれにせよ、「福

山薔薇人」の他のメンバーと、足並みを揃えて進めていきたい。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

「福山薔薇人」の取組みに参画しているメンバー企業は現在20社弱。 

福山市に来た人が、福山のお土産として「尾道ラーメン」や「もみじまんじゅう」を購入してい

る現状を踏まえ、何とかして福山市独自のお土産を作ろう、有機無農薬で栽培した食用薔薇で「も

みじまんじゅう」に絶対負けないものを作ろうということで、３年ぐらい前から会合を持つように

なった。グループのメンバーは食品関係の製造販売企業が多く、食用薔薇の栽培を行っている企業

は、マチモト㈱を含めて３社である。 

知的財産権について弁理士に依頼したことはないが、技術的な優位性をどうやって作るかについ

ては、衣料品の新機能開発に取り組んでいた時に、広島県の福祉用具開発研究会の指導を受けた。 

技術的な優位性さえ確立できれば、あとは形式的なものなので、弁理士に頼らなくても出願は可

能である。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○やりたいことはたくさんあるが、資金的な制約がある。 

○有機無農薬で薔薇を栽培する上での、技術的な優位性を確立することが難しい。 

○薬事法の規制により薔薇の効能をうたえない。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○福山市がばらのまちであることをアピールするためにも、有機無農薬で作る食用薔薇を「中小企

業地域資源活用促進法」における「福山市地域産業資源」として認定して欲しい。 

○農業分野での技術は評価が低く、補助金対象となりにくい。農業分野にも目を向けて欲しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

日本の薔薇は主として観賞用で、「色」や「形」は重視されるが、「香り」はおざなりになってい

る。そのために、日本で流通している薔薇は、見た目が良くて長持ちするが、香りがしない。完全

無農薬の食用薔薇は国内で例がなく、「無農薬」をうたっていても、収穫の２週間ぐらい前に農薬

を使うのをやめて、市場に出しているようなものがほとんどである。 

薔薇の香りは、農薬を使った時点で失われ、商品価値も損なわれてしまう。福山市は「百万本の

ばらのまち」を目指しているが、百万本の薔薇を植えて農薬を使ったら、土壌汚染につながるので

はないか。それよりも、有機無農薬栽培の食用薔薇を福山市の地域ブランドとしてアピールして欲

しい。休耕田で食用薔薇を育てるとか、市庁舎では薔薇の香りとともにお客様をお迎えするとか、

食用薔薇を各家庭で育てて自家製の薔薇の紅茶を楽しむとか、食用薔薇を福山市の地域ブランドに

認定することで、ライフスタイルの提案を含めた独自の取組ができると思う。 
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（６）五敬工業株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

甲斐社長が知的財産権に興味を持ったのは学生時代で、アイデアを権利化し、知的財産権を武器

に起業しようと考えた。 

特許に関する本を何冊も読んで知識を深め、偶然知己を得た、当時、ばら公園の近くで開業して

いた弁理士のもとに何度も足を運び、特許出願の方法についての指導を受けた。まだ、ワープロの

ない頃だったので、タイプライターセンターに依頼して書類を整え、高校卒業時には６件の特許権

を出願しており、そのうち「歯磨きしぼり器」など２件について権利化が実現している。 

五敬工業㈱の強みは薄板精密板金加工。備後地方有数の技術を誇り、様々な業界とのネットワー

クを有している。得意先と話をしていると、業務改善につながるアイデアが泉のように湧いてくる。

それらをメモしておいて、ＶＡ（Value Analysis）提案、ＶＥ（Value Engineering）提案につな

げていくのだが、それとは別に、これは売れると思ったものについては、知的財産権の出願を行う

こともある。 

これまでに権利化した中で、最も成果があったのは「たばこ灰回収システムベルトテンションロ

ーラー装置」である。これは、パチンコ店の「タバコ回収システム」のベルトの緩みを一定の状態

に保つための装置で、導入すれば、月に何度も行っていたベルトの張り直し作業が不要となるとい

う、非常に画期的なものである。 

多くのパチンコ店に導入され、大変なヒット商品になったが、当時、実用新案権の権利期間は出

願から６年で、平成17年 12月に権利が消滅した途端、他企業に参入されてしまった。 

㈱五敬工業では介護機器の製造も行っており、その製造過程において権利化可能なものも生まれ

ているが、ハンデをお持ちの方に対しては、良いものを安く提供するという企業方針から、知的財

産権は取得しないことにしている。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

製造方法に係る秘匿ノウハウが多数ある。これらのノウハウについては、出願すれば技術情報が

表に出て、企業にとっては却ってデメリット。見てわからないようなものについては、出願しない

方が安全である。 

知的財産権は、企業にとってはあくまでもプラスアルファのものだが、「たばこ灰回収システム

＜企業概要＞ 

◇事業所名 五敬工業株式会社 

◇電話番号 084-976-4741 

◇所在地 広島県福山市駅家町倉光１３４－７ 

◇代表者 甲斐 敬文 

◇事業内容 ・精密板金加工 

 ・介護機器製造 

◇従業者数 ３４名 

◇知的財産権の出願・保有 実用新案権４件、意匠権１件 

◇調査協力 代表取締役 甲斐 敬文 様
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ベルトテンションローラー装置」に続く、第二、第三のヒット商品を出したいという思いはある。 

知的財産権の管理に係るルールは特に設けていないが、活用できない知的財産権を長く維持して

いると、コスト負担が大きくなることから、古い知的財産権については、売れないと思ったら、切

るようにしている。 

実用新案権は短期間で登録されるので、登録前に審査のある特許権よりも取り組みやすい。 

特許権については、何度も拒絶がきたりして、権利化が難しい。「皆さんが」と「皆さんに」の

ように請求項の文字が一文字違っても、請求範囲が大きく変わってくるので、特許権を取得したと

ころで、完全な模倣防止にはならないし、電動立ち乗り二輪車「セグウェイ」のような、よほど画

期的なものは別として、少々の発明では特許権を取得してもビジネス的に意味がない。 

知的財産権を出願するかどうかは別として、積極的に技術開発を行い、取引先に対しては、ＶＡ

提案、ＶＥ提案を行っている。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

○知的財産権については、業務の効率を考え、アイデア出しから権利化の判断まで、甲斐社長が行

っている。社員が知的財産の権利化に関わることはない。 

○試作品の製作は自社で行うが、時には外注することもある。 

○書類関係については、現在は弁理士に依頼している。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○出願の時は完璧なものを出したいので、弁理士に支払う費用もそれほど高いとは感じないが、知

的財産権を維持するためのコストは高いと思う。 

○知的財産を活かして新製品を作るよりも、作った製品を売ることの方が難しい。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

福山市の企業が開発した製品について、審査会などで審査した上で、基準を満たしたものについ

ては、福山市で導入したり、無料で設置したり、展示したりすると良いと思う。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

地域ブランドは産業財よりも消費財の方が望ましい。 

福山市の地域ブランドなら海に関するものが良い。加えて言えば、現在、注目を浴びている「鞆」

をＰＲできるものが望ましい。 

鞆にちなんだ物産としては「保命酒」が有名だが、鞆の「鯛網」をイメージさせる、「鯛」をテ

ーマにした商品なども良いと思う。 

浜焼きの鯛や新鮮な生きた鯛も良いのだが、例えば、鯛の形をしたおまんじゅうやケーキをギフ

ト用のケースに入れて、「福山ブランド 鞆の鯛網 めでたい」などのネーミングで売り出してはど

うだろう。実際の鯛と同じぐらいの大きさの菓子は事例がないので、おもしろいと思う。 

対象を「モノ」に限るのではなく、海上レストラン、海水温泉など、サービスに係るものも、地

域ブランドになりうると思う。 

福山市は繊維業が昔から盛んで、ジーンズ素材などを扱う非常に有力な企業などもあるので、繊

維関係の地域ブランドも良いかも知れない。 
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（７）三幸鉄工有限会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

自社で製造している小型シャックルをキーホルダーにして商品化し、商品のネーミングである

「鞆の浦」と「いろは丸」について、商標権を出願登録している。 

きっかけとなったのは、不況で大打撃を受け、受注減少で手を持て余している時に、小型のシャ

ックルをアレンジして、自分用に作っていたオリジナルキーホルダーの商品化を思い付いたことで

ある。シャックルはロープやチェーンなどを連結するための金具で、港湾施設では馴染みのもの。

古くは「潮待ちの港」として栄えた鞆には、シャックルを扱う企業が集積しており、鞆のシャック

ルの全国シェアは８割。福山市全体では、鞆に立地していた業界最大手の関西工業㈱が、現在は箕

島町に本社を移していることから、シェア９割に達することになる。 

こうした背景も踏まえ、シャックルキーホルダーは、鞆の土産品にふさわしいと考えた。 

鞆で土産物店を経営している知人に話をしたところ、大変乗り気になってくれたので、実際に商

品化に踏み切った。 

自社の完全オリジナルは、「鞆の浦」（売価 350 円）と「いろは丸」（売価 400 円）の２種類。他

に、シャックルキーホルダーを見て声をかけてくれた「備後特産品研究会」を主宰する㈱中島商店

の中島社長の協力により、尾道市の彩工房（帆布製造）、福山市の曙工芸㈱（桐の箱）とのコラボ

商品である「帆布シャックルキーホルダー」がある。 

商標権については、先に「鞆の浦」を、続いて「いろは丸」を取得した。 

シャックルキーホルダーを知人の店に置かせてもらうようになったのは昨年の 10 月からだが、

「龍馬伝」の追い風もあって好評を博しており、今年の９月に鞆の浦で開催された「坂本龍馬グラ

ンプリウォーク広島大会」で記念品に採用されるなど、土産物以外の需要も出てきている。 

三幸鉄工㈲は、小型のシャックルを専門で製造してきたが、小型のシャックルは今では安価な輸

入品が主流となっている。シャックルキーホルダーに使用されているシャックルは、外国製品に取

って代わられ、生産を中止していたものだが、鞆の土産物として再び日の目を見ることができた。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

鞆では、「鞆保命酒」の地域団体商標登録に向けての取り組みなどにより、商標権に対する意識

が高まりを見せている。シャックルキーホルダーについても、鞆の人間が鞆のものを作るというこ

とで、周囲の人たちから商標権の取得を勧められ、津田専務自身も商標の大切さを強く感じていた

＜企業概要＞ 

◇事業所名 三幸鉄工有限会社 

◇電話番号 084-982-2980 

◇所在地 広島県福山市鞆町後地２６－７１ 

◇代表者 津田 信正 

◇事業内容 ・金属加工（小型シャックルの製造） 

◇従業者数 ３名 

◇知的財産権の出願・保有 商標権２件 

◇調査協力 専務取締役 津田 吏 様 
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ので、まずは権利化に取り組んだ。「シャックルキーホルダー」は、商品の本体に「鞆の浦」もし

くは「いろは丸」の文字を刻印しているが、このことが、鞆の土産物としてのアピール度を高めて

いる。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

商標権出願についてインターネットで調べてみたところ、弁理士に依頼した場合は、コストがか

なり高くつくように思われた。さらに色々と検索したところ、商標権を出願する方法を具体的に解

説するホームページがあったので、書類の余白とか、文字数とか、出願に係る決まりごとを１つず

つホームページでチェックしながら、一晩がかりで書類を完成させた。分類については、特許庁の

ホームページでシャックルに関する出願事例を探し出し、その事例と分類を同じにして出願した。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○知的財産権に係る情報収集が難しい。例えば出願費用ひとつとっても、かつて真ん丸いシャック

ルを活用して意匠権を出してみたいと思い、費用についてインターネットで調べたことがあるが、

見るところを間違ったのか、20万円ぐらいかかると思っていた。弁理士による無料相談会、弁理

士の派遣など、色々な支援があることも知らなかった。 

○何も知らないところから始めたので、出願手続きが大変だった。 

○商標権の維持費用が高額である。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○福山市の観光課に申請し、シャックルキーホルダーのパッケージに福山市の「鞆龍馬」を使用し

ている。 

○一からやる人間は情報がなくては動けない。知的財産権については、企業サイドの認知度が低い

ので、さらなる告知が必要だと思う。商工会議所で知的財産権について情報提供していることは

知っていて、参加したいとは思うが、時間的に難しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

シャックルは非常に強度が高く、重量物の連結には最も適した金具だが、一般にあまり知られて

いない。鞆にはシャックルを製造する企業が７社あり、三幸鉄工㈲も祖父の代からシャックルの製

造を続けてきた。シャックルキーホルダーを商品化した背景には、シャックルをもっと知ってもら

いたいという思いがある。シンブルという金具についても鞆がナンバー１なのだが、シンブルがＪ

ＩＳ規格から外れたこともあり、鞆でシンブルを製造している企業も今では２、３社に減ってしま

った。 

福山市の地域ブランドとして「保命酒」は絶対に外せないが、鞆がナンバー１であるシャックル

についても、地域ブランドとして光を当てて欲しい。「鞆の浦」の文字を入れるだけでも、売れ行

きが違うので、福山ブランドのシンボルマークを商品に付けることはメリットがあると思う。 

福山市にお客様を連れてきて、どこへ行きますかということになったら、皆さん鞆とおっしゃる

ので、福山より鞆の方がブランド力があるとは思うが、福山ブランドと鞆ブランドのダブルブラン

ドというやり方でも良いと思う。 

コウモリは一般的にはダークなイメージがあるが、個人的には愛着を持っている。 
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（８）株式会社シギヤ精機製作所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

㈱シギヤ精機製作所は明治44年創業の老舗企業。円筒研削盤と研削加工技術で知られる同社が、

特許権の出願登録に力を入れ始めたのは、今から約30年前のことである。 

特許権取得の目的は、自社製品の付加価値向上、競合製品との差別化、そして他社からの防衛で、

１つの新製品に対し、最低１件の特許出願を求めている。 

これまでに出願した特許等は80件にのぼり、保有件数は平成22年 10月現在で16件（実施率は

５割程度）。最も出願登録件数が多かったのは平成 10 年から平成 12 年までの３年間で、毎月１件

のペースで出願していた。近年は出願前のチェック機能を強化して発明の“質”向上を図るととも

に、発明の内容が制御方法などソフト的なものについてはノウハウ化戦略を取ってきたこともあり、

年に１、２件のペースで推移している。 

国際出願については、ブランド戦略を強化するために、中国で商標登録出願中であり、今後アメ

リカ、韓国、台湾などについても検討中である。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

職務発明に関する社内規定を整えている。 

保有している特許権は、特許料納付期限前(３年毎)に権利存続要否を取締役を含む関係者で精査

し、当該権利の活用度を厳格にチェックしている。 

出願基本戦略として、目で見て分かるメカ的なものは権利化し、ソフト的なものはたとえ権利化

しても他社の侵害の把握が困難な場合が多いためノウハウとして秘匿するようにしている。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

技術部門に所属する人員が60名程度。そのうち10名弱が研究開発を担当している。 

権利化に係る業務は、小野氏が品質保証部の業務（ＩＳＯ関係など）と兼任しており、個々の発

明について、ＩＰＤＬやＪＰ－ＮＥＴで先行技術調査を行った後、書類を整えて企業トップの決済

＜企業概要＞ 

◇事業所名 株式会社シギヤ精機製作所 

◇電話番号 084-953-6631 

◇所在地 広島県福山市箕島町５３７８ 

◇代表者 鴫谷 憲和 

◇事業内容 ・金属工作機械製造業 

 ・工作機械の改造修理業 

 ・ガラス加工機の製造、販売 

◇従業者数 ２４６名 

◇知的財産権の出願・保有 ・出願件数：特許７６件、実用新案４件、商標１件 

 ・権利保有件数：特許権１５件、実用新案権１件、商標権１件 

◇調査協力 品質保証部 品質保証課 主務 小野 昭人 様 

 管理部 総務課 上級主任 丹下 浩伸 様 
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を仰ぎ、決裁が下りた後は、外部の弁理士に依頼して出願手続きを行っている。拒絶理由が来た時

の対応や、取得した知的財産権の管理も小野氏が担当しているが、重要な事項については、小野氏、

発明者、社長を含む取締役をメンバーとする委員会方式で決定している。 

委員会では、発明者が自己の発明について説明することになっているが、こうした発表の場を設

けることで、社員のモチベーションアップつなげていきたいという思いがある。同じ理由から、職

務発明の出願や登録に対する対価(報奨金)も一般より高く設定している。 

取得した知的財産権を営業に活かすため、前期からの新しい取組みとして、特許に係る情報を毎

月提供しており、自社製品に係る特許情報に全社員がアクセスできるようになっている。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○新入社員に対しては、知的財産に係る基礎的な教育を社内で行っているが、それ以後の階層別・

職能別の計画的なフォローアップ教育ができていないためメーカーとしての知財意識が全体的

に低い。技術者自身が特許情報を調査・活用できるようなスキルと“知財力”を身につけること

が必要。 

○知財部や特許室など知的財産権に係る部門を作り、“知財経営”を強化することが必要だと感じ

ている。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○福山市の良い点をもっと内外にアピールすることで、福山市の人口を増やしていって欲しい。 

○人材確保のために、福山市の企業が、福山市民に認知してもらえるような施策を展開して欲しい。 

○海外（中国や韓国など）の商標出願に係る先行技術調査の指導があると良いと思う。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

福山市は、東京などでは「尾道市と倉敷市の間にあるのが福山市です」と説明されるほど、知名

度が低い。福山市の企業にとって、福山市の知名度が低いことはデメリットであることから、まず

は、福山市自体の知名度を上げていくことが必要である。 

「崖の上のポニョ」を観て福山市に来た観光客が落胆しているらしいので、鬼太郎ロードの銅像

のように、ポニョをイメージさせるものを作ってはどうか。せっかく映画などで福山市をＰＲして

もらっているのだから、そのことを積極的に活かしていくことが望ましい。 

福山市には人が来ないし、展示会をしても人が呼べないから、福山市の企業は地元で開催される

展示会への出展には後ろ向き。ただ、求人のために、何らかの形で福山市における自社の知名度を

上げたいという思いはある。 

福山市の地域ブランド認定制度と、薔薇と蝙蝠(こうもり)をモチーフにした認定マークの制定に

ついては、賛成である。福山市の市章が「山」なのか「蝙蝠」なのかも知らなかったので、そうい

ったことも、合わせてアピールしていくと良いと思う。 

福山市は「ばらのまち」ということで、薔薇を使った食品などを考えている地元企業もあるし、

薔薇を使ったＢ級グルメなどを開発するのも、おもしろいかも知れない。 

産業財を扱う企業の場合、地域ブランドとして認定されても、お客様とのちょっとした会話ネタ

になるぐらいで、直接売上につながるようなことはないが、消費財を扱う企業であれば、福山ブラ

ンドとして認定されることはメリットがあると思う。 
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（９）アパレルアイ株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

アパレルアイ㈱では、保護袋の上部に小さな丸い穴を開け、袋をかけたままラベルの取り付けが

できるようにした構造について、実用新案権を取得している。 

この構造を用いれば、ラベルを取り付けるために袋を外す手間が省け、袋も傷まない。穴が開い

ているから、梱包時に袋の中の空気を抜く作業も容易となる。 

保護袋には実用新案権登録済であることを表示している。それを見て、権利を使わせて欲しいと

言ってくる所はないが、業界では模倣されたものが出回っている。 

製品については、スラックスの前身頃と後身頃との縫い合わせ部分にＶ字型の布を介在させ、ウ

エストからヒップ部までをスッキリと細く見せる方法を考案し、防衛のために実用新案権を出願登

録しているが、これについても、大手アパレル企業に模倣されてしまった。 

アパレル業界は昔からまねをし合うようなところがある。模倣品が大型店に並んでいるのを見つ

けて調べてみると、模倣したのは自社の取引先である大手企業で、その大手企業に委託されて模倣

品を製造したのが、地元福山市の中小企業といった具合で、警告を発することもできない。 

このように、実用新案権で模倣を防止することはできないが、知的財産権を取得していることが、

セールスポイントにつながるのではないかという思いがある。 

商標権については、「アイコレクション」「アイのポカッツ」「ラクーナ」など７件を保有してい

るが、実用新案権と違って、そのものズバリを模倣されることはない。なお、メインブランドの「ア

イコレクション」については、中国でも権利化している。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

仕事の中で様々なアイデアが浮かんでくる。それを形にしていくのだが、新しいものはすぐにま

ねられる。模倣されるのは仕方ないが、出願しているものまで模倣するというのは、いかがなもの

か。小規模企業がやるならまだ良いが、大手がそういうことをするのは、いささか品格に欠けると

思う。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

知的財産権の出願は大阪の特許事務所に依頼している。実際に会ったことはなく、電話とインタ

ーネットでやり取りしているが、特に不便は感じない。料金が安い上、先行技術調査の結果に基づ

＜企業概要＞ 

◇事業所名 アパレルアイ株式会社 

◇電話番号 084-960-0303 

◇所在地 福山市神辺町川南1302-2 

◇代表者 福永 一夫 

◇事業内容 ・婦人カジュアル衣料の製造及び販売 

◇従業者数 １７名 

◇知的財産権 実用新案権２件、商標権９件（うち２件は㈱アモロッソの所有） 

◇調査協力 代表取締役 福永 一夫 様 
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いて、具体的な提案やアドバイスをしてくれるので満足している。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○アパレル製品は模倣が容易な上、業界そのものの知的財産権に対する認識が低く、新しいものを

開発しても模倣されるのが当たり前となっている。 

○出願から登録までに時間がかかりすぎる。２ヶ月ぐらいに短縮して欲しい。 

○アパレル業界は流行り廃りが早いので、デザイン的なもので実用新案権を取得することは、あま

り意味がない。 

○知的財産の権利化に係る費用が高額である。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

国内の産業を空洞化させないために、考えるべき時がきていると思う。 

アパレル業界の製造拠点は、中国をはじめ海外であるケースがほとんどだが、尖閣諸島問題に係

る中国との摩擦により、税関での検査が、これまでの抜き取り検査から全品検査に切り替わり、納

期遅れが深刻な問題となっている。それ以前から、繊維産業は川上から川下までがたがたになって

おり、優れた技術者は中国に流出。国内の縫製会社に就労しているのは、主として高齢者と外国人

労働者である。こうした厳しい状況下でも、福山市には優れた企業が残っている。 

衣食住は生活の基本であり、加えて言えば、繊維業は福山市を支えてきた主要産業のひとつであ

る。繊維産業に対する公的支援を手厚くし、福井、和歌山、新潟など、繊維業の盛んな自治体と手

を組んで国に訴えるなど、業界再生に係る施策を積極的に展開して欲しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

癒しのぬいぐるみ「ありがとう坊や」を事業化するために、㈱アモロッソという別会社を立ち上

げている。「ありがとう坊や」は、孤独になりがちなお年寄りのために開発したもので、オムツを付

けた幼児の姿をしており、手を握ると、「ありがとう、嬉しいな」「ありがとう、元気、元気」とい

った言葉を子供の声で発声する。 

「ありがとう坊や」の基となる原画は、優しい仏教画を手がける画家の斉藤サトル氏に依頼して

制作してもらい、デザインを譲り受けたものである。 

お年寄りは、「ありがとう」という言葉を発することは多くても、人から「ありがとう」と言われ

る機会はほとんどない。「ありがとう坊や」に「ありがとう」と言わせることで、お年寄りに喜んで

いただきたい、脳の活性化にもつながるかも知れないという思いがある。 

「ありがとう坊や」を実際に手にしたお年寄りの反応から、商品力には自信を持っているが、事

業は緒に就いたばかりであり、これからが正念場である。 

これは自社のケースだが、このように、地元企業が開発した製品の中から優れたものを掘り起こ

し、福山市の地域ブランドとして光を当てていただきたい。例えば、㈲中村金襴工場の風呂敷など

も、知る人ぞ知る製品だと思う。 

ＰＲのため、福山駅と提携して駅の構内に認定製品の陳列場を設けるというのはどうだろう。 

認定制度のマークについては、コウモリはどうかと思うが、薔薇のマークは良いと思う。 

統一的なマークができれば、例えば、「ありがとう坊や」がつけている「よだれかけ」にあしらっ

てみるなど、是非活用してみたい。 
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（10）株式会社タガシラ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①知的財産権の出願・保有について（目的や経緯など） 

㈱タガシラは、昭和 27 年の創業以来、㈱マルヤマの協力工場のような役割を果たしてきたが、

㈱マルヤマが靴部門から撤退するのに際し、同社の商標権と営業権を譲渡され、販売事業を手がけ

るようになった。㈱ＴＭ・クルーは、製造拠点を国内から海外に移すために設立した仕入会社だが、

時間が経つにつれ、㈱ＴＭ・クルーのネームバリューが国内外で上がり、㈱タガシラのそれを上回

るようになったので、現在は、取引先との接点が多い販売事業は㈱ＴＭ・クルー、仕入関係の事業

は㈱タガシラという風に、事業領域を入れ替えている。 

保有する知的財産権は 17 件。そのうち 13 件が「マルヤマ」「Joy Star」など㈱マルヤマから引

き継いだ商標権で、残る４件が「RiiiKa」など自社で出願登録した商標権である。 

自社で出願した商標権のうち「RiiiKa」は図形商標である。外国の靴メーカーが「rieker」をす

でに登録していて、文字商標では登録できなかったので、それでは図でいこうということになり、

書道家でもある田頭社長が自ら考案したデザインを権利化している。 

保有している商標権は、ターゲット別、商品ランク別に使い分けている。 

㈱マルヤマから引き継いだ商標は定番商品向けのものがほとんどだが、自社で出願登録した商標

権は、ファッション性の高い季節商品が中心となっており、女性向けが「Riiika」、年代が少し上

の女性には「MARIKA」、若い女性には「ティララ／twilala」といった具合である。 

また、自社ブランドとは別に、ワールド、三愛など、大手アパレルメーカーのＯＥＭを手がけて

おり、ＯＥＭが売上全体の３割程度を占めている。 

 

 ②知的財産を経営に活かすための意識や取組について 

ファッション商品については、ブランドを見て購入する方がたくさんいることから、ブランドに

よって売れ行きが大きく左右する。以前、㈱サマンサタバサジャパンリミテッドのＯＥＭで、海老

原友里がデザインした靴を手掛けたことがあるが、その時は、海老原友里自身が「王様のブランチ」

（ＴＢＳのテレビ番組）に出演して靴を紹介したこともあり、売り出しから２時間で６千足を完売

した。これは極端な例かも知れないが、６千円台の商品が、商標をつけることで、１万円台で売れ

るようになる。これがブランドのすごさである。 

ブランドと言えば、「マルヤマ」は松永の履物を象徴する非常に大切なブランドである。 

＜企業概要＞ 

◇事業所名 株式会社タガシラ 株式会社ＴＭ・クルー 

◇電話番号 084-934-5911 

◇所在地 広島県福山市柳津町８１４－５ 

◇代表者 田頭 武夫 

◇事業内容 サンダル・ケミカルシューズ製造 

◇従業者数 ３７名 

◇知的財産権の出願・保有 商標権１７件 

◇調査協力 代表取締役 田頭 武夫 様 

 取締役 総務・経理部長 田頭 益美 様 
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㈱マルヤマは135 年続く下駄と履物の老舗企業。松永で履物と言えば「マルヤマ」であり、商品

ジャンルは限られるが、「マルヤマ」のロゴが入っていないと売れないものもあるほどで、今後も残

していかなければならない。 

「Joy Star」の商標を付けた製品は韓国で非常に人気があり、模倣品なども出回っている。 

靴業界では、模倣することが当たり前になっていて、形状などで知的財産権を取得しても通用し

ない。考えようによれば、それだけ価値があるということなので、いちいち警告したりすることも

ない。過去に一度だけ、靴の中敷の関係で、知らずに他社の知的財産権を侵害して、相応の弁償を

したことがあるが、それは例外中の例外である。 

 

 ③知的財産に係る社内組織や人員について 

商標のデザインやネーミングは、社長が考えることもあれば、その商品を担当する社員が考える

こともある。出願関係は地元の弁理士に依頼している。自分ではとてもできないし、商標権の期間

が満了する前には必ず連絡をくれるので、そのまま延長してもらっている。 

 

 ④知的財産に係る課題や問題点について 

○先行技術調査なども含めると費用負担が大きい。 

○出願から登録までに半年ぐらいかかる。２月に企画した商品は、７月にはシーズンが始まってい

るので、登録まで待つ余裕がなく、先行技術調査でＯＫが出た時点で製造を開始している。 

 

 ⑤公的支援についての意見・要望など 

○商標権の権利化にかかる期間を短縮して欲しい。 

○履物を含む地場産業を福山ブランドに認定し、低金利での融資、市街化調整区域への新社屋建設

に係る手続き上の優遇など、地場産業を守り育てるための具体的な支援を行なって欲しい。 

 

 ⑥福山市の地域ブランド及び地域ブランド認定制度について 

尾道を象徴するものは「坂」「港」「林 芙美子」と色々あるが、福山にはそれがない。 

福山市が薔薇を栽培していて、そのことが全国に知られていれば、福山市の薔薇のマークを使わ

せていただくことは、企業にとってメリットとなるが、現段階ではそうはいかない。まずは福山市

にブランド力を付けて欲しい。 

食用薔薇の栽培で特徴を出していくような取り組みは良いと思う。 

認定マークは一般公募で決めるのではなく、世界的に著名なアーティストに依頼するべきだと思

う。例えば、ゴッホや絹谷幸二の薔薇の絵を購入し、それを認定マークにするといった発想があっ

ても良いのではないか。ブランド自体のステイタスが高ければ、使いたいと思う者もそれだけ多く

なる。福山ゆかりのアーティストがいれば良いのだが、世界に通じる人でなくては意味がない。 

備後の松永を代表するものは「下駄・履物」、「畳表」、「塩」である。そのうち、履物については、

大手が２社で、下駄にいたってはわずかしかない。「ゲタリンピック」の開催は、大正時代に全国シ

ャア６割を誇っていた、松永の下駄の歴史を残すためのものだと思うが、下駄がケミカルシューズ

に取って変わられた今、企業にとってのメリットは少なく、産業振興にはつながりにくい。 

しかしながら、下駄、サンダル、ケミカルシューズと姿を変えても、履物であることに変わりは

なく、「地域」と「履物」の接点を何らかの形で後世に伝えていくべきだと思う。
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 ㈱栄工社（電気・電子） ㈱明和工作所（機械） こだま食品㈱（食品） ㈲桒原ニット（繊維） 

知財権の出願・保有 社名と会社のロゴを商標出願登

録。社章は拒絶で登録に至らず。

更新忘れで期限満了しＨ10 に再

度出願登録。特許権は出願のみ（審

査請求なし）。 

環境関連の自社製品を開発し、商

標を権利化している。 

特許権を出願したことはあるが、

審査請求は行なっていない。 

競合製品との差別化のため、製法

の特許権を出願し、パッケージに

も特許権出願済であることを明示

している。 

介護用品を製造する上で必要な特

許権を保有、大手企業と共同開発

を行っている。商品は大手のブラ

ンド名で市場に出るので商標権は

保有していない。 

知財を経営に活かす 

意識・取組み 
商標権は企業アイデンティティと

して重視しているが、特許権はそ

れほど重視していない。 

特許権が１つあったところで大き

な利益につながるとは思えない。

特許権は費用負担が大きいので、

収益につながることが明らかにな

らなければ、審査請求は行わない。

開発製品が利益を生めば、それに

係る特許権について審査請求する

つもり。 

権利化は他社からの防衛だけでな

く、イメージアップにつながる差

別化要因の１つである。 

出願しても最終的に活用できなか

ったものは、審査請求は行わない。

知的財産は経営の根幹。 

優れた知的財産を有しているから

こそ、大手との対等な付き合いが

可能となる。知的財産権の出願や

維持に係る費用が高いと思ったこ

とはない。 

知財に係る組織・人員 技術開発担当スタッフが、知財に

係る業務も合わせて担当してい

る。 

商工会議所の相談窓口で相談しな

がら、社長自身が出願手続きを行

なっている。 

ＩＳＯ、トクホ、知的財産権に係

る業務を専任で担当している社員

が２名いる。 

原案（骨子）は自分で作成、特許

事務所にチェック・確認してもら

い、出願する体制をとっている。 

知財に係る課題・問題点 知財権の更新期限などのチェック

が徹底されていない。 

経営資源に限りがあり、効果的な

知財戦略を展開できない。 

弁理士に依頼すると費用が高くつ

くし、自分で出願手続きをする場

合は相当なエネルギーが必要。 

権利化に時間がかかる。食品には

ブームがあり、ブームが終わった

後で権利化しても、十分に活用で

きない。 

先行技術の調査について、一般の

企業に勤める普通の人でも簡単に

検索できるデータベースバンキン

グシステムがあると良い。 

公的支援についての意

見・要望 
○人材育成 

中堅以上の社員を対象とする

人材育成を希望。 

○ネットワーク 

 人と人、企業と企業をつなぐ触

媒のような役割を果たして欲し

い。 

○補助事業 

アイデアレベルでも申請できる

補助事業があると良い。 

○市場調査 

 市場調査の支援が欲しい。 

○産業観光 

 産業観光を実施して欲しい。 

○セミナー・情報提供 

 製造業を対象とする、知的財産

戦略に係るセミナーや情報提供

を行って欲しい 

 

○開発費用補助 

 研究開発費の補助があると良い

と思う（50万円ぐらい）。 

 

福山市の地域ブランド

及び地域ブランド認定

制度について 

世界規模の見本市に福山ブースを

設置するなどして、福山市のサポ

ーティングインダストリーをＰＲ

して欲しい。 

 

イベントとからめて「折り薔薇」

を地域ブランドとしてＰＲすると

良いと思う。 

福山市の持つ歴史的な魅力をアピ

ースすることで、都市としての魅

力を高めて欲しい。 

福山市の知名度を思うと、地域ブ

ランド認定制度についてのメリッ

トを感じない。「鞆」の知名度を生

かしつつ、水産物のブランド化に

取り組んではどうか。 

「蝙蝠」が認知されていないので

アピールが必要。 

福山市をアピールするためにも、

福山ブランド認定制度を推進して

欲しい。品質などの基準を設け、

福山市発の製品の中から「さすが

は福山の製品」と言われるものを

認定すると良いと思う。 

３．まとめ 
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 マチモト㈱（化粧品・食用薔薇） 五敬工業㈱（金属） 三幸鉄工㈲（金属） ㈱シギヤ精機製作所（機械） 

知財権の出願・保有 食用薔薇の栽培と食用薔薇を使っ

た新製品開発に取り組む企業を組

織化し、「福山薔薇人（福山バラー

ド）」の商標権を出願登録。 

実用新案権でヒット商品を出した

実績がある。業務改善につながる

アイデアで、これは売れると思っ

たものについて、知的財産権の出

願を行っている。 

景気の悪化で受注が減少。 

現業を生かした新製品（シャック

ルキーホルダー）を開発し、２種

類の商標権を出願登録した。 

自社製品の付加価値向上、競合製

品との差別化、そして他社からの

防衛で、１つの新製品に対し、最

低１件の特許出願を求めている。 

知財を経営に活かす 

意識・取組み 
ブランド作りにおいて商標権は重

要だが、特許権は重視していない。

技術的なことはノウハウとして秘

匿する方が望ましい。 

見てわからないようなものは出願

しないでノウハウとして秘匿して

いる。実用新案権は短期間で登録

されるので、登録前に審査のある

特許権より取り組みやすい。 

鞆の人間が鞆のものを作るという

ことで、周囲の人たちから商標権

の取得をすすめられ、自分でも商

標の大切さを強く感じていたの

で、まずは権利化に取り組んだ。

職務発明規定を整えている。保有

している特許権は、特許料納付期

限前に権利存続要否をチェックし

ている。メカ的なものは権利化し、

ソフト的なものはノウハウとして

秘匿している。 

知財に係る組織・人員 出願手続きは社長が対応。 アイデア出しは社長。権利化は弁

理士に依頼。 

商標権を出願する方法を具体的に

解説するホームページを身ながら

専務が出願。 

研究開発担当は10名弱。知的財産

権の管理担当は１名。出願は外部

の弁理士に依頼。 

知財に係る課題・問題点 資金的な制約がある。 

有機無農薬で薔薇を栽培する上で

の技術的な優位性を確立すること

が難しい。 

知的財産権を維持するためのコス

トが高い。知的財産を活かして新

製品を作るより、作った製品を売

る方が難しい。 

知的財産権に関する情報収集が難

しい。出願手続きが大変だった。

商標権の維持費用が高額である。

メーカーとしての知財意識が全体

的に低い。知的財産権に係る部門

を作り、“知財経営”を強化するこ

とが必要。 

公的支援についての意

見・要望 
○認定 

食用薔薇を「福山市地域産業資

源」に認定して欲しい。 

○農業分野の補助 

農業分野での技術は評価が低

く、補助金対象となりにくい。

農業に目を向けて欲しい。 

○製品の導入・ＰＲ 

福山市の企業が開発した製品に

ついて、審査会などで審査した

上で、基準を満たしたものにつ

いては、福山市で導入したり、

無料で設置したり、展示したり

すると良いと思う 

○セミナー・情報提供 

 知財権については、企業サイド

の認知度が低いので、さらなる

告知が必要。商工会議所で知的

財産権について情報提供してい

て、参加したいとは思うが、時

間的に難しい。 

○PR 

 福山市の良い点を市内外にアピ

ールして欲しい。福山市の企業

が市民に認知されるような施策

を展開して欲しい。 

○指導 

 海外商標出願の指導を希望。 

福山市の地域ブランド

及び地域ブランド認定

制度について 

有機無農薬栽培の食用薔薇を福山

市の地域ブランドとしてアピール

して欲しい。食用薔薇を福山市の

地域ブランドに認定することで、

ライフスタイル提案を含めた独自

の取組ができる。 

地域ブランドは産業財よりも消費

財。福山市の場合は「鞆」をＰＲ

できるものが望ましい。 

ジーンズ素材などを扱う有力な企

業などもあるので、繊維関係の地

域ブランドも良い。 

福山市の地域ブランドとして「保

命酒」は絶対に外せないが、鞆が

ナンバー１であるシャックルにつ

いても、地域ブランドとして光を

当てて欲しい。福山ブランドと鞆

ブランドのダブルブランドも良い

と思う。 

福山市自体の知名度を上げていく

ことが必要。福山市の地域ブラン

ド認定制度と、薔薇と蝙蝠をモチ

ーフにした認定マークの制定には

賛成。消費財を扱う企業は、福山

認定のメリットあり。 
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知財権の出願・保有 複数のブランド名を権利化してい

る。 

実用新案権も２件登録している

が、どちらも他社に模倣されてし

まった。 

商標権を17件保有しており、その

うち 13 社は他社から引き継いだ

ものである。個々の商標はターゲ

ット別、商品ランク別に使い分け

している。 

知財を経営に活かす 

意識・取組み 
新しいものはすぐに模倣されてし

まう。模倣されるのは仕方ないが、

出願しているものまで模倣すると

いうのは、いかがなものかと思う。

ファッション商品はブランドで売

上が左右する。靴業界では、模倣

することが当たり前になってい

て、形状などで知的財産権を取得

しても通用しない。 

知財に係る組織・人員 知的財産権の出願は特許事務所に

依頼している。 

出願関係は地元の弁理士に依頼し

ている。 

知財に係る課題・問題点 アパレル業界では、模倣が当たり

前。 

出願から登録までに時間がかかり

すぎ。 

権利化に係る費用が高額。 

先行技術調査なども含めると費用

負担が大きい。出願から登録まで

に時間がかかりすぎ。 

公的支援についての意

見・要望 
○認定 

繊維産業に対する公的支援を手

厚くし、福井、和歌山、新潟な

ど、繊維業の盛んな自治体と手

を組んで国に訴えるなど、業界

再生に係る施策を展開して欲し

い。 

○権利化の時間短縮 

商標権の権利化にかかる期間を

短縮して欲しい。 

○地場産業の支援 

地場産業を福山ブランドに認定

し、守り育てるための具体的な

支援を行なって欲しい。 

福山市の地域ブランド

及び地域ブランド認定

制度について 

地元企業が開発した製品の中から

優れたものを掘り起こし、福山市

の地域ブランドとして光を当てて

欲しい。 

認定制度のマークについては、コ

ウモリはどうかと思うが、薔薇の

マークは良いと思う。 

まずは福山市にブランド力を付け

て欲しい。食用薔薇の栽培で特徴

を出していくような取り組みは良

いと思う。 

認定マークは世界的に著名なアー

ティストに依頼するべき。 

 




